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北九州市告示第４２３号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市小倉南区上吉田一丁目４番及び１４番の街区の

区域を別図２のとおり変更し、平成３０年１０月２５日から実施するので告示

する。

  平成３０年１０月２５日

北九州市長 北 橋 健 治
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北九州市告示第４２４号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市小倉南区中曽根四丁目８番及び１１番の街区の

区域を別図２のとおり変更し、平成３０年１０月２５日から実施するので告示

する。

  平成３０年１０月２５日

北九州市長 北 橋 健 治
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